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国際税務 
QI/FATCA/CRS 関連情報 
2020 年 4 月 1 日 CRS 改正が金融機関に与える影響  
 
2020 年 4 月 3 日 

2020 年 3 月 31 日付官報にて租税条約等の実施に伴う

所得税法、法人税法及び地方税法の特例に関する法律

の一部改正、及び関連する施行令・施行規則等の一部

を改正する政令及び省令が公表された。改正の内容は

昨年、2019 年 12 月に CRS 制度の改正（速報）（デロイ

ト トーマツ税理士法人ウェブサイト）でご案内している

が、今回は 2020 年 4 月 1 日施行日となる改正内容が

日本の金融機関の事務手続等においてどう影響するの

かを中心に以下、簡単に概要を記す。 

1. 特定取引契約時等の事務手続留意点 

特定対象者は大きく個人又は法人等 1に区分されるが、

法人等には法人に加えて組合、組合に準ずる事業体、

及び信託が含まれることとなる。特に口座開設等におい

て今後注意が必要となるのは、信託との取引である。日

本の信託の場合にはこれまでどおり、受託者を特定対

象者として受託者の名称を届出書に記載いただくが、日

本以外の信託の場合には信託が特定対象となるため、

届出書には信託の名称や居住地国等を記載いただくこ

ととなる。 

また、特定取引契約時に特定取引を行う者が単なる名

義人であり、特定取引の契約における利益を享受する

他の者が存在するかの確認が求められる。口座等の第

三者利用の禁止など契約約款に含まれているケースも

存在するが、今後特定取引を行う際に、金融機関側でど

のように確認をするかの検討が必要と思われる。 

顧客の負担の軽減という意味では、これまで外国居住と

なる支配者を有する日本の特定法人は、届出書に法人

番号を記載の上、金融機関に法人番号通知書や法人確

認書類の提出することが求められていたが、金融機関側

で国税庁の法人番号確認サイトにて法人名や住所、法

人番号が届出書に記載されているものと一致しているこ

とが確認できる場合には、書類の提出を不要とすること

が可能となった。 

                                                           

1 法人等： CRS における「事業体」に対応する定義として新た

に設けられたもの。 

2. 特定取引の定義変更における影響 

以下については届出書徴求や特定手続の対象となる特

定取引の定義の変更となるため、該当する契約がある

のかを確認し、事務手続の変更や一定期限までの特定

手続の実施等が必要となる。 

 報告金融機関等との間で特定取引契約を締結して

いた個人である被相続人の遺産が遺産法人等で

あるとき、当該被相続人の死亡診断書等にて死亡

の事実及び死亡の年月日を証明することができる

書類又はその写しを取得している場合には、特定

取引から除外される 

 特定の取締役等が受ける新株予約権の行使によ

る株式の取得にかかる経済的利益の非課税等（ス

トックオプション税制）の適用を受けて取得される株

式は、特定取引として追加される 

3. 届出書の変更 

以下については、頻繁に発生するケースではないため届

出書に補記するなどの対応が可能と思われる。 

 税務上の居住地国を有しない民法組合等における

居住地国とは、実質的な管理を行う場所の所在地国

又は地域とすることから、現行の届出書に注記等の

手当てを行う 
 準拠法により故人の遺産が事業体として取り扱われ

る場合で特定取引から除外される要件（上記（2）参
照）に該当しない場合、被相続人の氏名や住所、居

住地国等を特定しなければならないため、現行の届

出書に被相続人の情報を記載する項目を追加する。 
4. その他事務手続の変更 

特定取引契約資産残高の合算において、いわゆる共同

保有口座や関連する金融機関グループ内での合算、個

人が支配者となっている法人口座との合算が必要となる
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ため、再特定手続の際や報告作業時に抽出方法の変更

が必要となる。 

また、特定手続実施の結果、非居住者が特定された場

合には金融機関は特定から 2 年間、外国納税者番号等

を取得する措置が設けられているが、対象者が報告対

象国の居住者に限定されるため、報告対象国に追加が

あるのかの確認手続追加や、対象となる顧客の抽出要

件が変更となる。 

最後に、特定取引を行う顧客による行為の主たる目的の

一つが、報告事項の提供を回避することである場合に

は、その行為がなかったものとみなされるため、金融機

関におけるモニタリングや記録の作成が求められる。ど

のようなケースが報告回避行為に該当するのかを検討

し、モニタリングを実施する手続を追加しなければならな

い。また、当該行為があった場合には、国税庁報告にお

いて報告すべき項目が増えることとなるため、報告作業

に変更が生じることとなる。 

おわりに 

4 月 1 日施行日の直前 1 週間ほどで政令や省令案が

次々出てくる状況にて金融機関は内容を確認しどのよう

な影響が出るのか把握する時間が足りなかったように思

われる。実務的な対応はこれから取り掛かる金融機関も

多くいると思われるが、デロイト トーマツ税理士法人で

は、改定後の政令や法令の分析及び事務手続変更案、

届出書ひな形案などを作成し CRS に関する契約を締結

いただいた金融機関には、順次ご提供していく予定であ

る。有料となるが、ご関心がある場合には、ご連絡いた

だきたい。また、QI、FATCA 、CRS、及び米国税務に関

して専門チームを有し、常に最新情報を入手の上、多数

の金融機関にサービスを提供している。今回、ニュース

レターでご案内した内容の他、制度内容・法令等でご不

明な点等があれば、相談いただきたい。 
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Any tax advice included in this written or electronic communication was not intended or written to be used, 
and it cannot be used by the taxpayer, for the purpose of avoiding any penalties that may be imposed by any 
governmental taxing authority or agency. 

5.  

6. 過去のニュースレター 

過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。 
www.deloitte.com/jp/tax/nl/us 
 

7. 問い合わせ 

米国税務および QI/FATCA、OECD CRS に関するお問い合わせは、下記の担当者までご連絡ください。 

デロイト トーマツ税理士法人 東京事務所 US デスク  

パートナー 前田 幸作 kosaku.maeda@tohmatsu.co.jp 

シニアマネジャー 秋葉 奈緒子 naoko.akiba@tohmatsu.co.jp 

シニアマネジャー Yeh Ching-Feng (Vincent) ching-feng.yeh@tohmatsu.co.jp 

マネジャー 渡邊 美穂子 mihoko.watanabe@tohmatsu.co.jp 

マネジャー 近藤 祐美 yumi.kondo@tohmatsu.co.jp 

所在地 〒100-8362  
東京都千代田区丸の内三丁目 2 番 3 号 丸の内二重橋ビルディング 

Tel 03-6213-3800（代） 

email tax.cs@tohmatsu.co.jp 

会社概要 www.deloitte.com/jp/tax 

税務サービス www.deloitte.com/jp/tax-services 
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